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わ
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あ
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地
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、
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叫
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独
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仲
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史
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史
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反
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＋
仏
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；
；
，
 
「
法
的
ノ
」
を
も
J

て
！
ぜ
な
い
c

人
r
百
人
位
法
と
共
vk
法
と
を
分
か
つ
最
ト
人
の
指
標
は
、

法
山
川
ハ
作
文
、
れ
て
L
る
か
十
台
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叱
＋
久
米
法
ζ

大

陸
べ
泌
が
分
推
し
！
、
い
ウ
八
一
二
同
紀
以
降
の
出
史
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／
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仇
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迎
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概
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仕
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叫
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光
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れ
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な
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［
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仲
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叱
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／
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；
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デ
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、
ダ
ル
マ
γ

ィ
ア
か
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一
二
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地
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来
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慢
心
民
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信
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心
は
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地
に
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丸
れ
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り

リ
、
、
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の
司
教
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う
訪
れ
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正
さ
れ
と
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教

活
J
3
j
h
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た

U
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て
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F
A

タ
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一
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と
「
】
ゐ
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迂
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体
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成
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れ
て
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っ
た
と
い
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ま
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止
で
あ
る
が
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に
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長
携
が
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介
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し
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；
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人
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は
’
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的
な
相
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と
し
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ム
！
？
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ケ
形
成
し
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め
、
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惜
捻
設
宮
市
川
出
設
し
て
、
仮
域
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r
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し
て
い
く
、
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の
む
に
コ
ム

1
不
心
守
護
聖
人
と

L
て
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呈
さ
れ
た
笠

r
リ
ヌ
ス

創
設
利
話
が
脚
色
さ
れ
て
い
っ

ザ
ン
・
マ
リ
！
ノ

ず九

r

そ
し
ν
L

山
門
ム
か
能
市
つ
ム

i
人
ー
と
し
て
の
実
体
、
と
実
M
J
V
f
師
、
え
コ
ω慨
は
、
一
辺
隊
の
聖
終
部
王
佐
々
と
対
等
、
ど
！
v
場
で
え
対
必
悶
係
企

叩←〆 マノ

結
ん
だ
り
段
対
し
f
り
す
る
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出
が
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き
、
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ー
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必
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の
他
の
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l
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（
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巾
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門
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に
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み
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ま

れ
て
い
《
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ご
之
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泊
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社
桂
川
じ
た
－

六
世
紀
以
一
世
、
い
の
国
の
ど
配
領
域
は
氾
存
1

rL
いたゆいぺ

一
仁
川
紀
に
は
司
同

を
孜
♀
白
一
本
に
同
門
ま
れ
る
こ
と
に
託
っ
た
が
、
救
円
ば
汁
シ
a

マ
J

ノ
の
独
リ
こ
権
利
を
示
認
し
ん
ち
干
の
俊
一
八
川
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紀
末
に
救
ヰ
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ザ
ン
・
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リ
l
ノ
を
1

口
論
し
て
丸
紅
凡
F
に
置
二
戸
っ
と
試
み
ん
一
が
失
敗
し
た
し
ア
ご
し
ご
フ
ラ
ン
λ
革
命
を
経
亡
、
イ
タ
リ
P
2
4
J持

は
を
の
十
九
部
分
が
ナ
ポ
レ
オ
〆
の
支
配
ト
に
指
る
し
か
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
U
F
ノ
／
・
マ
リ
l
ノ
の
店
治
と
独

f

げ
や
尊
重
Lτ
た

ブ
ポ
レ
オ
／

ι 
日川

失
脚
刊
品
伎
の
ヴ
r

ー
ン
会
議
で
も
こ
む
凶
の
、
土
特
に
伐
す
る
山
門
ま
ず
は
出
さ
れ
な
う
刀
へ
J
h
J

や
か
て

f
hツ
リ
マ
ノ
独
ー
リ
・
紘
一
述
勤
が
約
ま

る
と
、
サ
シ
・
マ
り
l
ノ
は
ガ
り
パ
ル
一
一
J
f
を
は
？
〕
め
？
と
す
る
亡
ん
叩
者
（
り
受
け
人
れ
じ
と
は
る
r

し
か
し
い
孔
イ
タ
リ
ア
の
凹
日
入
国
家

に
は
ん
口
叫
介
さ
れ
る
こ
1
／
は
無
か
っ
た
に

一
八
六
二
台
に
一
同
同
は
友
好
芸
降
条
約
九
ど
給
料
し
、
日
い
円
、
土
作
と
白
住
己
政
認
レ
、
関
税
も

免
除
、
〕
た

ν

こ
の
条
約
は
そ
の
絞
一
同
史
新
さ
れ
、
更
に
九
七
一
司
に
追
百
条
約
に

t
tり
補
だ
さ
れ
る
こ

Lyrな
る
に

四
〈
一
司
代
に
、
イ
タ
リ
ア
は
7

－v

ン
ズ
ム
山
一
支
凶
ト
に
へ
り
、
斗
ン
・
マ
1
ノ
ノ
と
も
平
め
影
響
で
7

7

ン
ス
タ
%
が
多
…
攻
勢
力
、

j

な
う
た
が
、
そ
れ
で
J
h

独
立
ヰ
維
J
f
L
J
M
け
、
第
次
刊
界
大
戦
が
始
ま
二
ー
よ
ー
一
l

立
を
保
つ
三
」
そ
の
判
、
い

の
同
は
再
び
イ
夕
刊
ノ

ア
か
に
つ
の
反
政
小
川
1
命
者
を

k
h
へ
も
受
け
入
れ
る
こ
；
に
な
っ
戸
、
戦
科
医
J
凸
サ
〆

a

マ
リ
i
ノ
と
イ
タ
リ
ア
は
特
に
緊
密
仕
均
一
係
を

維
持
し
て
お
り
、
サ
ン
e

グ
ワ
i
ノ
り
政
党
の
勢
力
分
布
は
イ
タ
リ
ア
の
も
の
に
常
に
絞
似
し
て
い
る
。

最
初
に
述
べ
た
よ
「
に

ご
り
コ
刊
の
統
治
組
織
は
中
日
刊
の
「
7
日
1
1不
時
代
の
も
の
に
直
長
引
一
る
c

法
的
八
化
さ
れ
、
い
な
い
渋
川
度
乞

持
つ
に
は
ぺ
成
丈
憲
法
は
有
枯
し
な
い
－
統
治
組
織
に
つ
い
て
規
恥
心
し
て
司
る
の
は
、

7

ム
l
ネ
の
条
例
と
伺
一
叫
Jν

互
い
で
あ
る

U

し
か

し
一
九
1
一
出
不
L

止
FJ

ノ・

γ
リ
l
ノ
の
市
川
氏
心
諸
梧
利
と
諸
制
度
の
県
本
的
原
理
の
も
ユ
己
」
が
氏
作
第
f
H
九
日
す
と
し
こ
制
定
さ
わ
て

お
り
、
こ
れ
に
ど
の
よ
う
な
地
位
を
詰
め
る
の
か
が
議
論
と
な
っ
こ
い
る

J

以
上
に
お
い
こ
鰐
市
に
こ
C
M刊
の
只
fhc統
治
諸
機
院
に

つ
い
て
、
山
べ
イ
し
い

最
十
け
の
統
計
制
織
と
し
と
は
、
寸
べ
て
の
家
長
心
集
会
で
為
る
「
ア
レ
ン
ブ
ト
戸
日
ロ
加
。
げ
や
も
在
し
た

q

共
同
体
（
り
結
成
員
数
が
心
／

立、河川什、
f
仏
恰
ん
さ
し
、
主
ん
」
1

f
L
f
l
l
r
t
γ
R
Y
／

d
7
 

ー
ム
う
L
ス
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
ゐ
に
つ
れ
、
大
人
殺
の
官
照
会
で
は
間
催
、
依
岡
経
と
な
り
、

位
紀
に

大
一
計
五
凡
ム
ム
に
怪
い
り
を
た
女
譲
λ
j
Q
h

一
こ
に
司
っ
た
旧
叩
在
で
は
ア
レ
J

ゴ
は
右
持
者
（
ぞ
れ
ゆ
え
K
M
U
ーもん円む）

幻
J

心
市
外
と
洛
さ
れ
こ
い

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ i:;,：η ＇ I ;-2 c引"Y_ I i J 
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G
r
中
日
以
来
一
大
計
議
会

C
E門戸内一

2
F
J
E－才、ん、
ωり
／
・
マ
リ
l
ノ
の
巾
心
的
統
治
組
織
で
あ
る
c

こ
れ
は
υ

民
権
限
乞
ム
U
す
る
唯
一
心
国
鉱
山
崎
町
同
一
ー
ご
め
る
が
、
そ
れ
に
け
で
な
く
、

の
似
J

仏
い
権
限
も
ム
刊
す
る
わ

そ
の
権
限
は
例
え
ば
予
算

長
作
成
・
承
誌
、

M
家
議
会
心
院
々
？
乱
市

J

叫
円
、
執
政
む
任
命
、
思
放
や
大
放
の
ん
叩
江
戸
、

h
民
権

原

K
M復
の
決
定
～
後
述

た
ど
に
も
及
、
中

d

中
世
つ
ム

i
ト
時
代
の
制
度
に
測
る
た
め
に

前
小
密
な
tv
一
江
権
と
行
政
権
と
可
民
権
心
分
躍
は
な
き
れ
て
い
な
い
し

院
制
で
も
町
一
山
7
0
3

」
心
梢
成
同
一
は
六
ひ
人
で
あ
り
、

八
成
以
上
、
り
ん
ヱ
有
権
主
に
よ
っ
て

に
い
期
は
苛
r
で
お
る

ヘ
被
法
学
惇
は

に
一
ち
な
み
に
女
性
、
？
選
v
h下
L

佐
官
持
つ
よ
つ
に
な
っ
た
の
は
一
ん
ヘ
二
司
か
、
つ
、
被
辺
地
挙
権
は
九
仁

午
か
ら
で
あ
る
c

一
次
に
豆
長
公
組
織
目

1

人
妥
員
会
L

（

5

2
川一回
C
ハ一
2
3
C
C
5
で
あ
れ
、

九
4
f

れ
る
こ
ζ

が
あ
る
、
そ
の
ヤ
口
の
通
り
構
成
只
は
人
で
あ
り
、
大
評
議
会
よ
り
遺
品
さ
れ
る

J

、7
れ
は
、
一
し
に
民
事
・
行
政
事
行
の
は
治

一
審
（
ド
恥
終
審
、

の裁川刊一
r巧
と

L
て
け
役
割
を
川
一
勺
て
お
り
、
ま
に
京
八
A
W
T
な
決
定
に
刻

T
G異
議
の
友
明
な
ど
の
議
以
J
b
u
u

刊
つ
。
ま

ノ土利岡のJ：と決わlJ十誌

た
、
叫
机

F

泊料い九州、こ
T
L

て
は

（一一
cロ
宅
ま
さ
牛
戸
山
討
さ
が
あ
る
u

、
）
れ
は
一
九
川
ー
パ
ハ
リ
に
設
tv
さ
札
に
新
し
い
出
向
見
セ
あ
り
、

一。つ〈J
J
 

つ
υIa 

J
 

L
U
1「

、
あノ入

門

M

ー
戸
市
民
J
ι

主
誠

1

判
刊
行
松
山
γ
｝
今
引
す
）
号
、
一
心
下
に
は
ひ
の
省
と
、
v
r
L
Y

札
口
乞
代
表
す
る
一
丁
八
乃
一
大
臣
及
U
i人
の
間
僚
が
司
る
。
し
か
し
こ
の
じ
ド
」
の
γ

山首

山
市
役
割
を
恥
た
す
の
守
一
れ
ら
の
太

E
で
ぽ
な
か
＼
ぷ
許
一
政
九
五
の
巾
か
ら
注
ば
れ
た
二
人
心
一
税
収
一

P
E
5
4
甲
山
長
宅
三
一
で
た
る
一

法
ら
は
十
九
評
議
会

一
二
人
委
宗
、
会
、
田
家
議
会
心
長
乞
勤
め
る
ほ
か
、
議
何
十
リ
伝
絵
、
出
律
公
布
心
持
限
な
ど
を
右
ず
る
η
♂
い
に

協
力
し
？
の
っ
て
七
務
ど
博
一
行
し
な
け
れ
は
怠
ら
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
禍
T

に
I

刈
す
る
正
否
校
を
は
っ
任
期
は
で
伊
三
あ
η
、

九
時
点
凶
月
可
つ
じ
〆

。
月
一
ヨ
に
政
F
F
Y
Q。
執
政
は
任
期
弟
、
了
に
任
し
て
、
シ
ン
ダ
カ

i
ト
民
E
E
2
5
L
Y
呼
ば
れ
る
国
民
に
と
る

叩←〆 マノ

品
川
川
査
に
版
ず
る
乙
と

ι

わせ
G
q

こ
の
と
き
凶
1
1
は
誌
で
も
税
政
の
必
し
に
引
事
に
不
服
が
為
る
伝
ら
訴
え
で
る
こ
と
が
で
き
る
。
勺
だ

し
、
こ
こ
い
氏
、
＋
義
の
表
現
を

wf士
、
ノ
と
「
勺
の
は
多
少
同
2
5あ
る
仁
こ
の
よ
う
な
制
茂
は
J
M
f
タ
リ
ア
の
各
地
の
コ
ム
ー
不

か
り
ど
あ
る
。

一

六

〉

、

L
ヰ
L
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サ
J

・
7

リ
l
ノ
は
以
上
む
よ
う
は
中
心
点
の
統
治
組
織
V
持
つ
ご
w

る
）
り
で
の
清
成
や
名
称
か
ら
吋
エ
ネ
ソ
r
ア
共
M
E
f
U
J
J
b
んら
1
5
L

の
一
刻
似
住
吉
柄
、
え
る
請
も
め
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
間
刊
誌
叫
に
は
f
れ
以
ミ
い
踏
み
浴
ま
な
い
へ
と
お

地
刀
じ
治
組
織
に
ー
の
た
る
九
つ

ι 
日川

心
地
区
の
評
議
会
も
F

任
を
ず
る
が

【

Y一
広
・
執
行

J
f
f法
権
刀

つ
い
て
は
剖
廷
す
る
以
－
て
見
た
上
、
つ
に
、

国
家
紋
rけ
は
、

の
i
人
部
分
に
お
い
て
T

人一
d
議
会
に
張
中
し
て
い
る
J
人
な
し
C
よ
い
。
権
力
分

11た
り

oh
く
ら
い
r
明
日
、
つ
出
さ
れ
て
い
る
が
、

ー
ど
に
実
現
し
一
、
い
な
い
、

お
代
の
可
況
組
織

次
い
2
現
代
の
叶
け
日
新
織
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
く
」
乙
に
す
る
」
二
れ
も
ま
行
叶
山
の
J

ム
ス
時
代
に
法
る
長
い
暦
史
合
什
っ

て
、
る
。
そ
り
持
彼
が
最
も
現
れ
て
い
ザ
Q

の
が
、

人
絞
判
山
h
の
引
間
同
パ
～
で
あ
る
。
以
内
い
通
じ
に
ド
デ
ス
タ
識
ピ
〕
ふ
る
法
内
定
・
均
一
υ引

凶
作
ん
は

、
Z

れ
で
も
日
民
投
の
少
な
い
コ
ム

11γ
に
お
い
て
は

四
UA紀
か
ら
ド
九
ら
れ
た
L
、
控
訴
引
皮
も

ι
u紀
に
設
け

し
ば
し
ば
川
録
者
ゃ
れ
九
派
に
よ
る
不
公
正
日
裁
判
か
見
ら
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
除
け
る
た
め
に
外
混
入
裁
判
立
↓
制
度
が
一
人
（
七
世

幻
い
に
導
入
さ
れ
た

人
一
ノ
ハ
ノ
一
人
口
ー
の
条
例
に
、
、
の
、
ア
こ
が
市
て
ら
れ
て
し
い
司

ノ
タ
リ
ア
中
北
部
の
れ
執
り
コ
ム

l
ネ
で
ば
山
崎

ι
一
刈

日
i
M日以
ιJ、
ポ
デ
ス
タ
裁
判
制
と
し
て
外
川
出
入
裁
判
一
門

r
よ
る
f

拭
刊
が
普
及
L

（
泣
訴
の
コ
ム

l
ネ
か
ら
折
m
h
き
計
る
こ
と
が
多
い
）

て
L
ヲに、恥

に
淫
れ
7

？
と
一
一
｛
一
白
ノ
ぃ
i

で、

i
う
や
く
url

ン
マ
り
！
ノ
に
も
い
の
制
度
が
実
υ泊
予
れ
る
、
」
と
に
ん
め
っ
た
わ
行

で
あ
る
そ
れ
ゅ
う
｝
（
U

制
度
予
b
j
た
、
税
代
民
i
ム
丁
誌
に
山
来
し
て
い
る
、
U

て
は
な
い

外
同
人
裁
判
官
と
f

二
、
は
、
ま
ず
二
人
の

円

c
H
m
u
s
c
p
r
r
m
m
q
L叫
ん
い
る

J

彼
、
り
は
ナ
ン
マ
り
i
ノ
国
内
に
凶

ハ
廿
「
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
℃
い
る
、
現
代
の
法
山
べ
会
員
は

九
ぺ
九
ん
バ
ー
の
日
出
作
為
八
一

U
勺

る
条
件
ピ
従
っ
て

当

f
孜
減
資
川
崎
を
ふ
丹
J
J

者
か

八
、
刊
日
ト
の
司
法
口
試
い
れ
〆
γν
て
の
粁
刻
を
持
つ
者
、
も
し
く
は
一
ハ
咋
以
上
心
弁
護
上
と
1

v

て
の
執
務
総 ', 
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の
布
、
β
、
｛
ハ
許
～
一
峨
た
に
よ
h刊
日
ヰ

J
J手
れ
る
乙
彼
ら
は

む
以
工
の
価
格
の
動
産
及
び
不
均
一
件
デ
↓
巡
る
民
平
紛
争

に
つ
い
こ
、
第
一
審
裁
判
守
と

L
て
J
川
氏
権
を
わ
伎
す
る
〔
こ
れ
に
対
す
る
位
訴
審
は
、
同
じ
く
に
評
議
会
L

よ
り

E
命
き
わ
た

心
外
凶
人

2
5一
戸
が
清
轄
悼
住
吉
有
す
る

v

リ
ぃ
律
委
只
ー
し
速
い
、
こ
心
臓
務
保
持
者
は

（
ニ
ロ
ー
の
m
L
m口内

リ
ン
・
マ
リ
l
f
へ
の
田
川
住
は
表
ωめ
つ
け
つ
れ
て
い
広
い

」
の
職
務
就
任
、
U

た
め
の
条
刊
は

一
円
日
〕
／
、

九
九
定
の
は
時
リ
前
八

当
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
モ
れ
に
工
れ
は
、
法
？
の
i
人
学
教
授
資
同
町
J
V一
持
っ
か
、
ハ
ア
ロ
く
と
も
一
什
F
A
r
o
－
械
読
経
験
の
あ
る
川

I
R丸、一一
L
L

j

底
」

日
午
の
職
務
が
験
の
め
る
者
が
任
命
さ
れ
る
）
法
作
委
員
も
品
作
訴
裁
判
中
土
、

z
D
V
J
く
は
法
律
上
告
一
以
、
？
と
し
て

任
期
は
四
守
三
あ
る
が
、
再
任
可
能
5
あ
る

ν

以
ー
が
れ
ハ
白
人
裁
判

P

口
で
あ
る
が
、
こ
れ
士
で
の
こ
こ
λ
J
法
律
一
従
川
は
と
あ
れ
作
訴
法
制
円
で
あ
れ
、
任
命
さ
れ
て
い
る
の
は
背
f
タ

リ
ア
人
と
あ
る
。
す
は
わ
ち
ご
れ
hJ
け
裁
川
一
官
の
訴
訟
れ
い
た
行
乙
判
決
に
よ
っ
て
、

サ
ン
e

マ
リ
i
ノ
の
救
刈
は
、

イ
タ
リ
7
件
、
こ
そ
の

ノ土利岡のJ：と決わlJ十誌

法
ハ
J
辺
フ
岬
古
A
l

つ
の
影
響
」
／
一
非
t

市
に
強
ノ
＼
受
け
て
い
る
こ
い
う
こ
、
」
が
一
江
え
よ
巳

U

そ
れ
浄
え
吟
ン

aγ
リ
l
ノ
は
、
仙
川
一
の
法
子
な
討
ち

え
な
い
し
、
決
f
J
と
ー
丈
務
と
の
↓
〈
一
一
小
川
ー
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
c

［
か
も
J
h
v
ノ
リ
ア
ハ
V

高
名
な
法
王
者
i

点
や
か
裁
判
f

を
劾
め
て
司
る
た

め
に
、
川
決
文
を
読
む
と
お
た
か
も
ノ
タ
リ
y
の
法
学
話
予
（
し
か
も
誹

mで
出
象
的
以
）

で
↓
わ
る
か
の
よ
う
な
却
誌
を
（
少
な
く
1r

も
川
引
い
苫
は
）
で
r
A
行
る

／
ー
、
佐
川
町
に
か
に
て
の
芸
名
な
外
何
人

ウ
イ
ッ
ト
η
オ
ン
ャ
リ
l
わ
〈
5
3
h
H
C
印
2
h
L
C］
mw
と
ゲ
イ
マ
・

f

ス
ト

i
テ
ィ
亡
ロ
（
古

一
九
一
い
い
だ
か
ら

タ
り

f
人
）
裁
判
官
と
［
て
は
、
法
山
X
4
j
と
の
以
連
で
は
、

の
か
七
を
挙
げ
な
い
わ
け
に
は
い

叩←〆 マノ

か
な
い
す
～
二
日

i
ヤ
は
近
代
イ
タ
り
ア
最
ト
へ
の
ロ
マ
二
ス
ト
の
一
人
と
3
れ
え
い
ず
り
、

子
ウ
ィ
一
γljjlj
の
「
反
代
口

i
ァ
：
は
体
系
」
を

イ
タ
）
ア
誌
に
縦
一
訳
L
z
l
h
こ
と
で
白
色
知
ら
れ
て
い
る
一
ま
式
、
口

1
7
法
州
究
所
J
E
u
－
マ
、
に
創
設
、
二
更
ド
イ
タ
リ
ア
の
J

川
法
大
仲

も
川
町
め
る
仕
ニ
多
ト
川
西
で
活
躍
し
た
υ

仮
ば
汁
ン
・

7
J
ヲ
ノ
の
控
訴
裁
判
官
に
終
身
江
北
さ
れ
た

J

ん
ア
ス
ト
ヮ
ヲ
プ
Aq
は
渋

7

一
／ Y, 

ill＜｝、：iL'?Jお，31 1"SJ fr, .20C5.ll; 
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持
J

者
で
あ
わ
、

U
l
γ
大
学
一
ぱ
ど
の
救
一
校
を
校
汗
し
下
火
、
片
J

マ
リ
l
ノ
の
佳
品
川
以
判
守
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
イ
タ
リ
ゾ
の
い
い

日つ6
 

3
 

構
成
［
叫
ん
ム
一
叫
が
法
九
通
じ
て
い
ゐ
と
は
限
ら
な
い
z
f
J

め
、
宅
測
ご
と
に
勘
一
百
鑑
J
Y

ん
人
が
任
命
さ
れ
る
c

日

戸
～
れ
は
送
車
f
タ
リ

γ
の
大
学
孜
M
M
が
勤
め
て
い
る
こ
の
慣
行
の
法
的
投
拠
は
段
昧
で
あ
Q
h
I
＼
長
b
く
伝
統
的
に
行
y

ゃ
れ
て
き
た

f

－
r
位

同
I

拭
判
仰
い
拭
刊
り
r
一
↓
を
務
め
七
〔

ι 
日川

も
し
訴
訟
当
事
者
即
位
一
－
叶
審
転
法
に
不
服
の
1
r

ぬ
る
湯
合
に
は

A

訂
す
る
、
一
と
が
で
き
る

第
二
審
の
役
割
を
果
に
ず
れ
い
り
は
前
兆
の

二
入
手
、
只
会
で
あ
る
υ

こ
れ
は
中
山
る
ト
込
者
で
は
広
く
、
事
実
容
て
も
あ
る

v

し
m
l
J
、
そ
の
た
め
に
は
除
加
で
一
件
」
功
率
、
り
川
決
が

日
い
に
門
叫
ん
な
了
、
い
る
時
に
の
み
訴
で
き
る
と
い
よ
ノ
条
件
が
あ
る
u

j
な
わ
！
り
、
こ
れ
つ
が
一
致
し
て
い
た
ら
既
判
力
が
手
】
、
も

致
一
）
C
2
5
5
4
E
C
3
d
C
原
則
」
に
基
づ

は
わ
し
し
訴
で
き
な
い
一

審
問
は
二
丁
八

才1
lま

hv
ノ
ン
法
に
白
山
ん
す
る
「

" 

を岡、九パ一の
J

町
別
府
、
行
わ
れ
る
が

払
る
訴
訟
の
実
鋭
的
指
－
F
f
o

〈
い
う
仁
八
防
法
的
伝
統
h
I
羽
れ
て

V
Gと
口
手
寸
つ
。

第
一
存
で
敗
訴
し
タ
人
中
i
事
者
は
、
最
後
の
手
段
ζ

し
て
一
現
状

MH何
t
2
3
4
5
3
5
2宅
m
Eロ
に
脹
る
こ
と
も
可
能
な
場
台
が
占
め

る
し
こ
れ
は
第
一
審
に
浪
ら
ず
、
あ
ら
山
J

る
終
日
判
決
に
対
I
て
司
船
だ
が
、
止
切
開
ハ
V

状
泌
が
変
化
し
た
と
炉
、
地
誌
が
怠
っ
た
と
炉
、

引
泊
さ
れ
亡
い
た
法
が
況
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
な
乙
限
ら
れ
た
場
合
に
の
品
一
北
仇
む
ら
、
れ
る
〈
巾
［
山
て
る
べ
山

る
人
計
議
会
は
一
」
の
申
し
↓
リ
こ
古
で
r
A
現
し
た
ら

仙
出
店
に
い
指
定
を
行
い

原
以
一
同
復
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
決
定

E
Fす
こ
と
に

ん
I

ふ
7
h
V
3

、
w
r
C
郎
同
に
よ
ヮ
て
先
生
し
て
い
幼
県
が
抗
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

外
国
人
教
判
直
の
他
に
は
、
サ
シ
マ
リ
i
ノ
人
旦
則
正
で
き
る
仲
裁
裁
判
官

E
E
5
C
5
2
E
5
5
と
い
う
ち
械
が
め
る

J

こ

れ
は
一
定
領
以
ド
（
U

尚
単
に
関
す
る
訴
八
一
叫
に
悶
し
て
信
絡
が
〈
有
寸
る
む

刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、

刑
宅
一
品
－
バ
法
鼠
八
日
前
’
い
何
事
U
J
M
け
と
は
具
な
っ
と
裁
判
円
に
つ
い
て
規
定
、
〕
て
い
る

v

ま
た
、

行
政
裁
判
は
、

九
八
h
r可
の
法
仰
い
い
竹
取
ハ
八
口
勺
に
も
。
コ
て
手
入
さ
れ
、

狼
内
心
行
政
裁
汀
官
を
お
い
し
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本
稿
は
ぬ
れ
な
い



リ
ン
－

r
リ
o

i

ノ

D
E士
一
壬
ぶ

守

、

j

4

1

メ；

ム
で
ン
・

7
u
l
pノ
に
お
い
て
お
2

れ
一
而
一
泊
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
ヨ
訟
J

ど
、
ぜ
山
人
吉
桜
町
巡
り
つ
つ

H
J
い
く
と
と
に
す
る
か

つ
て
は
コ
コ

l
ロ
ソ
パ
大
F
り
各
地
で
見
ら
れ
た
制
民
で
お
つ
に
包
の
げ
戸
、
税
吐
は
こ
の
国
民
持
、
り
も
、
り
〉
伝
っ
て
し
ま
っ
た
し
か
し

そ
れ
は
別
に
こ
の
凶
が
怪
丸
か
、
り
市
棋
の
残
さ
れ
L

ん
と
い
う
こ
と
で
は
！
よ
い

J

ミ
の
同

ω
ょ
う
九
は
ほ
制
度
は
牛
世
イ
タ
｝
ノ
ア
北
中
部
心
7
一

ム
、
、
一
に
共
通
い
什
見
つ
れ
に
v
も
の
で
あ
っ
た
け
小

市
出
品
川
期
か
、
つ
近
也
に
か
け
て

コ
ム
v

永
の
政
治
附

山
崎
北
心
旬
以

政
ぢ
字
国
家
の
ム
い
娘
、
引
存
地
で
見
、
り
れ
る
よ
う
に
な
旬
、
対
こ
の
止
法
権
の
拡
た
こ
凶
沼
抑
制
z
川
J

－4H権
の
判
刷
版
と
い
え
現
象
日
小
川
州
主
L

ん
お
う
～
～
h

～の片山、

和
］
川
口
ム
｝
ネ
時
代
に
巡
る
作
制
干
支
を
維
持
し
続
け
る
こ
こ
が
で
き
た
の
は
、

い
ず
れ
の
折
、
十
揺
に
本
財
さ
九
々
か
3

ア
こ
乃
ソ
辺
の
み

t
な
f
J
f
n

そ
れ
九
に
突
出
す
る
の
が
条
例
で
あ
る

U

ノ土利岡のJ：と決わlJ十誌

中
国
以
来
、
斗
斗
r
M
W
卸
小
豆
家
コ
ム

i
十
二
お
い
て
ヤ
も
重
足
以
法
源
て
d

め
っ
た
の
h
I
、
条
杭

5
2
5＼広三
5
5
ゴ
治
刊
定

法
）
で
弘
司
令
、

γれ
は
ノ
タ
リ
ア
法
引
史
5
呼
び
名
で
為
り
、

ト
イ
ソ
法
山
判
明
～
で
し
は
一
都
市
法

f

勺
ン
令
マ
リ
l
f
の川崎ム
υ
、円以
IJ1

の
条
ー
例
は

一
世
紀
半
ば
に
返
る
と
一
U
わ
ー
れ
て
レ
る
が

れ
は
川
崎
存
［
て
レ
な
い
に
Z
L
内

J
J
O前夜

f
し
》
ノ
／
i

ゐ
川
一
世
紀
に
い
く
つ
も
条
例
が
制
定

σミ

イ｝，初

力
をf
h 育

1〆 l江
て え士

る3！可
勺民
ニカ〉
むの
条 f事
例 iに
はを
ん兵
士示 え

丈 lj 
a¥ ＇~ 

〆

ロョ
ξ 

子干

ま1

そ
し
て
六
二
、
派
に
は
奇
し
い
条
例
が
判
制
定
さ
れ
、

こ
れ
が
ん
7
な
お
現
れ
法
と

L

人
つ
の
巻
に
分
じ
ら
れ
、

々
什
条
文
は

一
ル
／
い
ソ
カ

開
店
）
と
呼
ば
れ
て
い
る

J

第

y

告
は
憲
民
行
政
伝
的
規
定
、
第

お
は
尺
伝
・
民
事
訴
訟
伝
的
社
｛
疋

第
一
巻
は
刑
出
・
刑
事
訴

叩←〆 マノ

訟
｝
仏
的
規
定
、
第
凶
r
包
は
控
訴
に
悶
寸
る
規
定
、
川
市

v
t杭
は
ふ
れ
以
外
心
問
題
ζ

扱
二

J

愉
足
的
規
L4、
第
六
谷
は
不
必
損
す
］
円
）
山
田

5

＝：
2
5
d
に
悶
「
司
令
規
告
ケ
」
扱
3

て
い
る
、
条
例
の
必
定
ば
ノ
ご
の
依
件
甘
い
一
九
世
紀
以
降
、
川
川
度
も
オ
淀
川
史
さ
れ
前
え
さ
れ
た

J

こ

の
条
例
右
修
正
ー
ν
て
ぬ
円
比
「
る
役
割
を
も
コ

に
制
山
一
き
れ
と
規
ヤ
γ
修
正
条
例
司

F
2
2
5
と
日
叫
ん
と
い
る
〉
こ

ill＜｝、：iL'?Jお，31 1"/J l'" 初出11;
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念
L

一
ぼ
こ
の
出
の
法
制
昨
ん
の
巾
骸
古
は
す
ι

4
ド
・
日
日
仲
ハ
ヘ

啓
蒙
「
ト
心
想
に
よ
る
社
会
改
革
及
び
初
期

U
興一編一菜、

7

ラ
ン
ス

2
入

2 

L 
-r 

特
イ
ミプ

アプ
［ブ

烏ン
b」人

B ~ 
も＿＿＿iよ

{.) 

十i
L、
＂、
Cコ
相i
L己主
的
変
化

ι 
日川

は
出
ハ
縞
マ
ヰ
併
と
い
っ
z
r
h
L
八
一
き
な
交
J

乍
が
ヨ

l
汀
ヴ
パ
、

？i

／
・
マ
リ

1
pノ
の
ツ
い
い
制
度
に
は
板

ギ
的
な
従
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
日
か
｝
た
。

フ
弓
〆
ザ
ヘ
川
早
ム
町
に
工
つ
－

c
i！
日
ソ
パ
」
広
に
も
ん
一
、
り
さ
れ
L
h
J
7
入
き
な
変
化
、
ず
な
わ
？
勺

デ
バ
ヘ
ヅ
什
仏

、I
J
L
内
同

の
広
「
は
凶
家
心
｛
足
立
し
に
成
主
叩
い
て
あ
る
と
い
う
却
な
は

サ
シ
・

9

、り

i
ノ
に
は
伝
か
と
か
没
ふ
汚
し
て
と
な
か
っ
た
じ
も

ち
ろ
ん
こ
の
凹
は
二
れ
、
つ
の
事
象
に
対

L
E山
け
を
同
け
℃
市
開
法
の
授
に
問
マ
ご
」
も
っ
た
の
で
は
な
く
、
新
し
い
ν
時
代
の
坪
念
仏

PHら

宮
、
明
応
さ
持
る
た
め
、
夜
捨
送
択
な
行
っ
て
新
〕
い
削
茂
吹
い
く
つ
か
成
？
人
れ
、
口
い
制
茂
幸
一
廃

ιLzyJ
し
p

グ
の
段
た
る
も
の
が
刑

川
出
向
精
判
明
？
と
め
る
条
例
の

U
熊
依
然
ー
一
し
た
規
ど
で
は
近
代
社
会
の
新

L
い
珂
念
に
は
対
処
と
き
ず
、

約
阿
ひ
刊
か
け
て
濡
募
作
業

か
ハ
一
’
つ
つ
し

t
ノイ
j
才

一
八
六
立
庁
ピ
氾
成
し
て
公
布
さ
孔
て
。

ハ
に
宋
の
条
例
の
第
一
品
］
は
効
力
を
失
っ
て
。
川
法
卵
、
党
品
川
に

勺

し

ヤ

｝

l
h

、、リJ

J
官

1
t

！

一一
J

－

ハ
仁
川
作
一
J

J

マ、

へ
三
へ
年
に

ω川
F
母
子
山
氏
典
も
公
布

3
れ
た
u

平
一
心
役
刑
法
典
は
九
今
］

h
平
に
新

L
い
け
は
典
に
と
っ

一
方
法
法
は

、、、
ノ
ノ

午
に
イ
タ
リ
ゾ
が
続

し
そ
の
温
材
母
、
に
イ
タ
リ
ア
長
初
の
民
法
典
が
成
？
υ
亡

h
J

、
一
と
に
刺
激
h
V
T
i

父、げ
C

サ
〆
・
マ
リ

l
ノ
で
も
民
法
、

K
長
訴
訟
法
心
法
仇
ハ
編
纂
一
訂
面
、

ν什
ち
い
が

F
J

前
法
並
〈
心
草
案
は
平
く
に
’
一
t
J凡
し
、
民
法

高
法
、

典
完
成
乞
作
っ
て
共
に
公
布
き
れ
る
予
定
し
一
な
う
て
い
た
〔
民
事
訴
訟
ほ
は
編
世
帯
が
指
示
さ
れ
と
も
の
の
、
完
成
し
な
か
っ
た

J

民
」
出

阜
、
＋
空
早
計
直
は
パ

y
f
十
八
、
干
の
け

1
マ
法
学
者
プ
り

1
一一

ゎ
E
m
m
℃
宮
内
W
2
2
に
委
ね
ら
れ
、

山
山
は
は
じ
め
シ
ω
口
lMγ
と
よ
ハ
に
、
仏
A
1

h

中
川
似
て
苧
索
引
い
仇
に
取
り
か
か
り

ヘ
ん
八
」
に

1
斗I

ノ
シ
・

γ
り
l
ノ
共
和
凶
口
氏
法
案
L

こ
の
“
平

の
位
打
て
公
表
き
れ
に
一

す点、おい一は

誌
に
は
何
時
期
の
町
、
イ
ツ
見
法
地
（
HMー
交
や
、

プ
フ
J

ス
弐
防
車
（
に
加
え
て
ス
ベ

f
／
え
出
血
ハ
ロ
ど
の
部
仲
間
半
H

が
い
凡
ら
れ
る
1
t
二
口
わ
れ

C
い

る
に
、
〕
か
、
ご
」
の
主
案
に
一
村
、
ご
し
は
反
対
意
見
！
日
多
く
寄
せ
ら
れ
、
大
好
議
会
に
む
い
て
件
ン
・

γ
け
t

ノ
で
は
い
民
法
的
、
の
必
主
性
は

な
い
と
一
対
品
；
？
？
さ
れ
て
、
ご
の
曲
家
は
じ
訂
さ
れ
て

L
ま
う
に
υ

当
時
の
作
作
長
同
日
ン
T

ン
一
ご
二
は
こ
の
庄
内
け
を
汁
ヴ
ィ
一
3
m
u

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ i:;,31 I ;・8 c引"Y. I i J 



ι依
拠
し
つ
つ
、
法
典
吉
村
つ
戸
～
め
に
は
主
に
時
代
は
熟
し
て
司
な
レ
し
必
要
も
は
じ
唱
と
説

4vし
ご
い
る

F

そ
れ
以
外
に
も

ヨ
ウ
主
ま
た
灰
ネ
苦
か
ら
こ
の
い
長
へ
の
批
判
い
が
よ
止
ら
れ
た
コ
例
、
九
日
こ
の
白
！
日
決
が
余
り
に
述
人
珊
的
学
問
的
・
救
表
的
C
ん
あ
る
L
f

か
、
イ
タ
リ
ア
の
私
い
い
か
ら
離
れ
す
ぎ
て
い
る
と
か
、

更
に
京
紘
一
汗
い
の
部
分
が
余

η
に
紅
士
一
一
的
亡
受
け
入
れ
錐
い

（
平
一
市
下
山
叫
の
↓
ヤ
ヘ

政
婚
の
導
入
、
婚
制
に
い
ぬ
け
ノ
る
川
々
な
の
J
1
八
エ
な
同
格
化
な
と
、
今
ヨ
か
ら
見
て
Jο
進
歩
的
以
内
容
で
あ
る
－

ー
／
い
っ
千
九
？
一
。
の
だ
汁
た

d

そ
し
て
計
］
早
川
見
渋
川
起
草
が
む
け
、
り
わ
た
こ
J

で、

他
一
り
は
品
肌
（
編
纂
計
問
、
も
引
八
に
較
持
し
た
っ
以
絞
新
た
な
民
的
問
題
に
は
個
別
立
伝

で
対
処
す
る
こ
上

yrな
句
、
現
存
に
山
エ
る
ま
て
、
本
法
に
悶
）
て
は
法
典
編
丸
F

の
H
ハ
付
的
な
計
調
一
は
山
山
さ
れ
て
お
り
ず
、
条
例
と
普
泊

法
が
現
行
法
三
と
あ
り
、
氏
宅
訴
訟
も
法
正
的
に
普
通
法
の
訴
訟
手
続
に
一
二
て
い
ゐ
t

た
だ
、
ν
戸
田
技
法
hv
的
制
執
行
な
と
に
閑
L
C
は

民
返
り
州
問
mw
止
法
で
大
き
な
J

法
更
が
H

川
え
ら
れ
ペ

べ
ば
典
lf｝
山
行
た
な
い
と
、
ど
っ
法
抗
阪
z
ぜ
こ
ハ
た
叶
ン

4

7
リ

ノ

と

は

近
代
化
心
主
民
に
つ
れ
て
キ
じ
て
き
ゅ
人
多
，
、
の
問
題
ん
で
処
法

ノ土利岡のJ：と決わlJ十誌

す
る
た
止
に
、
佐
川
川
引
法
の
必
受
性
が
場
大
し
て
き
止
。
現

i

人
的
に
は
こ
れ
ら
が
ん
l

け
f
の
蛮
の
法
秩
川
市
心
中
核
を
な
「
。
中
で
も
わ

に
面
支
YJJο

の
乞
挙
け
、
れ
は

一
九
日
ド
紀
に
引
火
さ
れ
た
ぽ
当
法
、

r形
法
、

ハ
ノ
刊
判
幻
払
に
訓
r
止
さ
れ
た
リ

l
ス
の
法
、
家
技
法
に
似

止
ゑ
放
法
と
も

九
五
社
法
以
と

γ
安
政
法
は
こ
の
牛
い
が
凱
｛
屯
さ
れ
る
ま
で
は
苦
涜
法
に
従
乙

C
お
打
、
家
八
人
民
ん
惟
己
主

＝p
市

y
J
E
2
2
と
い
っ
た
！
し
い
ワ

1
Y
認
の
杭
ム
ム
パ
か
バ

7
2問
っ
て
い

九
万
円
以
降
は
制
む
き
れ
七
、
江
作
に
砕
け
ゲ
が
利
け
ハ
一
れ

法
律
第
ハ
－
号

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
仕
っ
た

る
こ
と
に
す
は

η

か
す
一
て
、
控
訴
裁
判
’
口
ア
ヌ
ト
ゥ

l
一r
f
は

ん
六
四
ん
の
執
政
就
任
行
市
中
川
お
い
て
、

マン・

V
Aノ

i
ノ
の

K
制
度
を
合
卦
司
γrJ

叩←〆 マノ

る
前
中
仰
を
行
っ
た
際
に
、
キ
／
・
マ
り

i
ノ
は
英
米
法
と
同
じ
〈
、
ト
人
恥
い
仙
の
お
俄
で
あ
る
斗
汚

7
J
フ
レ

」
と
ー
ト
で

き
る
と
地
ベ

し
か
し
～
7
ヨ
こ
の
見
前
は
ん
ム
ノ
＼
当
て
は
ま
、
コ
な
く
な
っ
て
白
〕
ま
っ
た

r

同
有
数
多
く
の
決
作
が
次
々
と
制
定
さ
れ
て

い
る
の
が
現
状
一
L

あ
る

ill＜｝、：iL'?Jお，31 1"CiJ 1"'1 .20C5.ll; 
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こ
こ
で
、
次
の
主
長
官
法
涼
に
’
叫
か
一
〕
前
に
J
P
1

つ
重
要
以
内
政
に
「
レ
L
知
れ
る
こ
と
に
す
る

U

午
、
れ
は
政
判
の
陪
に
透
川
刷
さ

れ
る
訪
問
情
利
行

r
似
し
て
で
お
る

d

｛
タ
リ

γ
中
hU
の
r
ム
l
不
で
制
定
ざ
れ
た
条
例
に
は
上
〈
こ
れ
が
一
見
竹
一
向
る
が
、

例
に
I
J

ほわ

正
JJO

 

X
U
 

混ム
n
訴
訟
、
…
U3

 
以

ι 
日川

ず
サ
／
マ
リ
1
ノ
の
条
例
に
お
い
て
も
存
J

江
す
る

F

抗
行
の

法
律
一
対
丸
山
戸
い
が
裁
判
に

六／」

C
ノ
ん
条
例
第
一
巻
ル
7

ノ
リ
刀

で
は

お
い
亡
、
治
則
す
べ
き
ょ
佑
滞
心
阿
川
J

市
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る

v

す
な
わ
ち
、
ー
ム
出
律
委
員
は
山
政
判
権
、

ノこ
V

戸
」
ト
ー
フ
ズ
、

v

J

 

て
の
こ
と
が
ら
さ
－
廿
戸

J

し
限
定
f
J

終

f
さ
せ
る
権
能
J
V一
持
コ
べ
き
で
あ
る

J

す
た
わ
ち
州
別
々
の
え
事
、
刑
事
、

単
純
一
品
八
品
、

Z

V

J

て
し
し
民
心
旬
、
中
与
の
周
辺
領
域
（
」
」
シ
夕
、
ド
一

や
城
塞
や
裁
判
権
下
に
一
山
ヲ
ム
山
地
区
の
人
々
の
制
で
進
行
ー
の
弔
件
ュ
之
、
A
y
あ

る
と
こ
ろ
の
υ品、
ν
く
は
一
文
期
間
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、

コ
ム
マ
マ
内
の
鎖
v

ム
の
ん
元
刷
刊
と
い
修
正
条
例
の
形
式
に
従
っ
v
L
C

そ
、
三
し
1
C
Y
1

条
例

主
に
は
修
正
条
仰
が
何
に
コ
い
て
で
あ
れ
同
定
し
て
い
な
い
か
、
お
L
く
は
想
心
し
て
い
な
い
乙
き
は
、
斗
で
浅
作
の
形
式
に
従
》
て
、

r
M

一

そ
L
？
？
〕
は
資
さ
れ
る
べ
き
上
述
心
的
け
慣
習
法
に
従
っ
亡
、
上
の
こ
と
が
ら
に
お
い
こ
込
行
さ
せ
決
定
L
終
了
き
ぜ
る
べ
き
C
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
日
粂
析
の
規
d

況
に
つ
い
て
は
、
羽
J

在
の
い
字
イ
礼
子

J

な
わ
ち
裁
判
」
J

勺
刊
の
ま
ま
成
認
し
一
に
い
る
n

折
、
え
ば
法
律
長
江
一
ブ
エ
」

r
l
ノ
は
あ
る
判
決
に
お
い
て
、
条
例
の
山
内
定
に
比
一
づ
い
て
ザ
J

・
マ
リ
l
ノ
の
法
抑
ケ
↓
改
め
て
次
の
よ
う
に
不
1
て
い
る
ι

条

例
法
自
体
と
そ
れ
古
修
正
し
悼
完
L
U
J

る／
U
4
5
法
規

、
二
、
条
例
と
修
正
条
例
か
沈
黙
し
て
い
る
と
き
は
当
地
の
賞

川
賞
さ
れ
る
べ
き
演
習
、

一
、
ご
わ
し
ら
も
適
切
な
読
む
や
今
什
ん
で
い
ほ
い
と
き
は
河
沼
U
コ
そ
し
て
彼
は
、

修
一
什
条
例
と
地
域
の
悦
店
」
」
出

に
ム
パ
主
れ
た
は
で
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

川リン

f
リ
1
ノ
の
行
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波
井
市
は
み
小
質
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に
普
通
法
に
よ
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規
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さ
れ
て
い
る
と
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を
る
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4
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れ
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、
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ユゾン－
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l，l
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判
で
は
、

ま
ず
条
例
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修
正
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例
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別
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p
い
ま
れ
る
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て
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ら

に
規
｛
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が
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け
れ
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、
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通
法
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A
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が
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3
れ
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油
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慣
J
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法
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て
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与
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る
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口
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J
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り
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一
民
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れ
る
か
に
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い
に
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、
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通
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ず
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（
カ
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澄
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れ
る
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に
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あ
ラ
て
は
に
ら
な
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の
で
、
法
律
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判
い
の
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が
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常
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す
る
こ
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下
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r
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と
い
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こ
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八
七
コ
か
の
判
決
℃
決
定
さ

ん
か
沼
、

こ
の
刻
｛
疋
は
法
パ
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委
戸
、
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日
出
制
す
べ
丸
一
r
出
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に
つ
い
て
定
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た
も
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で
為
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が
、

こ
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日
刊
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然
に
位
む
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判
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が
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t
〔
七
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川
川
す
る
峰
山
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妥
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す
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な
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れ
て
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れ
で
は
、
サ
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η
i
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の
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え
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に
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、
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と
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亡
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人
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代
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一
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り
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九
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ま
た
地
品
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ピ
よ
コ
て
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た
た
る
た
め
、
来
た
る
長
体
が
あ
る
わ
刊
で
は
な
い
t

そ
こ
で
、
何
を
も
っ
℃
普
通
法
と
見
る
し
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つ
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思
乙
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こ
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て
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（
心
り
ン
・
マ
げ
7

ノ
と
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司
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れ
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反
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／
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、
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を
引
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右
限

｝ 

,0 
イt

ill＜｝、：iL'?Jお，31 131J rn .2ocs.:1: 



-" 
＂~－ 

と
な
っ
」
～
と
結
ι師
、
つ
け
て
い
q

る
c

そ
し
亡
一
従
来
一
心
百
送
法
は
一
般
背
一
流
法
の

と
レ
F
7
こ
1Lγ

仁
川
口
L
ジ
L

ノ

部
ιhv
な
す

占リ

γ

の
商
法
学
者
カ
仔
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述
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と
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を
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通
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マ
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リ
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存
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ヲ
ヲ
司
法
律
の
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ず
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、
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通
法
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お
い
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的
に
口
わ
れ
て
い
る
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け
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F
L
い
る
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の
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ゆ
J
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れ
る
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に
斗
め
ら
ゆ
る
惇
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に
り
の
解
釈
も
ま
ぺ
含
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法
と
UMき
れ
る
。
そ
し
て
プ
一
七
ィ
ー
ノ
は
、
普
通
法
は
京
肢
の
う
も
の
で
は
な
く
、
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な
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z
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t
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＼
！
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～
致
、
ぎ
に
あ
る
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で
そ
の

t
で
、
条
例
を
ほ
川
光
ず
る
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の
普
通
法
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澗
用

η
際
に
、
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の
時
期
け
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送
法
を
適
川
市
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号
、
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な
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か
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い
ろ
同
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を
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お
さ
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に

L
て
は
仕
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白
い
こ
れ
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い
て
い
る
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な
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定
時
二
六
／
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＼
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刊
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で
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た
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迎
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な
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湯
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し
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例
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通
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と
な
る
と
述
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た
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九
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八
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あ
る
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に
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て
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一
の
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ど
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佐
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仇
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仏
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司
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さ
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光
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に
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J
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る
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、

仔
ン
・
マ
り
！
ノ
に
お
け
る
小
刻
心
…
演
習
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［
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湛
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、
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と
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っ
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や
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滴
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れ
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問
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れ
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、
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叶
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述
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あ
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岩
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陪
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川
、
も
、
必
み
取
っ
て
い
芯
い
よ
二

J

に
思
わ

れ
る
仁
」
そ
、

J

て
、
普
通
法
を
祥
一
去
に
持
つ
凶
で
は
、

組
拾
の
進
展
力
、
成
f

人法、

f
p如
、
り
な
い
回
さ
は
生
じ
な
し
よ
う
な
大

き
な
九
九
炭
JT
遂
行
る

τ口
一
日
で
台
る
の
だ
と
述
、
て
、
合
通
訟
の
鮮
釈
に
戸
。
司
令
新
し
U

川崎

rrの
写
↓
人
を
論
じ
た

ill＜｝、：iL'?J:;: ,3 1 133J is:, .2ocs.:1: 
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昔
、
活
法
む
珪
誌
に
お
レ
と
更
に
同
盟
と
ん
d

る
の
が
、
百
通
Jyh
と
そ
の
他
の
法
と
の
関
係
で
忘
る
－
前
川
L

挙
け
九
条
例
の
規
定

ιお
い

て
は
、
北
川
沿
灰
は
あ
く
ま
で
も
条
例
に
川
崎
定
が
な
い
場
合
に
浪
用
さ
れ
る
こ
と
に
口
T
Q
コ
巾
日
i

（
山
♂
条
例
珂
論
L

お
い
て
も
、
北
川
沿
rM
は

ι 
日川

そ
う
す
る
と
、
条
例
の
熔
釈
が
田
町
出
と
な
る
）
条
例
む
虻
！
大

解
釈
は
普
通
♂
の
一
安
レ
I
範
阿
古
制
限
し
、
反
対
二
日
中
小
解
釈
は
ふ
一
れ
J

ヂ
拡
i
八
す
る
か
ら
で
あ
る

t
H
，店、仏心

補
充
的
に
油
元
的

rmJ訂
ツ
い
の
後
で
透
引
用
さ
れ
る
、
き
も
む
と

は
、
条
例
は
A
H
油

は
か
、
つ
で
き
る
収
入
り
捲
れ
な
い
よ
う
政
協
に
解
釈
ト
ず
べ
き
で
あ
る
と
考
？
っ
れ
え
さ
七
。
こ
の
問
題
に
悶
し
、

一
札
ム
ハ
ぷ
の
あ
る

q
T
r
：：： 

申
十
日

d
u
t斗
イ

td
ヴー、

フ
モ
ィ
、
ノ
は
四
つ
の
似
則
を
ど
め
て
い
る

r

バ
同
ふ
に
、

条
例
乙
修
正
字
、
測
は
限
定
附
に
前
町
山
仇
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
ご

ふ
ペ
ツ
な
ね
ち
普
通
法
の
規
範
を
で
き
る
阪
ゎ
柊
t
止
に
～
旬
、
ぞ
れ
h
J
P
C
航
れ
た
り
「
る
こ
と
の
な
い

4
つ
い
c
h
H
二
九
、
特
布
法
山
ょ
っ

て
特
別
公
パ
ー
方
亡
想
り
心
さ
れ
て
い
日
い
ず
ペ
て
の
、
」
こ
は
、
ば
刈
M
L止
法
に
よ
っ
て
規
整
さ
れ
る
。
第
一
一
に
、
特
右
法
の
用
語
y
」
去
羽
ば
普

沼
山
民
心
意
味
に
お
い
ブ
に
解
さ
れ
る
へ
き
で
あ
る
U

M

和
市
川
に
、
特
有
法
に
か
か
わ
る
あ
ら
冷
る
疑
念
は
よ
官
品
川
法
J
の
一
致
に
お
J
f
k
W
L也氏

さ
れ
る
べ
寺
↑
ど
あ
る
乙
い
う
も
の

つ
ま
り
常
通
渋
は
わ
ぬ
法
の
解
釈
の
指
針
〆
｝
な
る
べ
き
？
h
の
で
あ
る
。
苧
ヲ
合
体
光
法

で
は
1

川
く
、
日
引
法
を
解
釈
す
る
法
で
も
？
？
C

し

日
午

ι同
一
事
件
。
一
附
ktA寓
に
お
い
亡
、
、
一
心
同
小
引
は
狩
訴
及
川
官
ア
ス
λ

ゥ
l
一
ァ
，
ノ
に
よ
っ
て
ら
ん
け
予
れ
人

1

』ノ人
1
内

向

ノ

T
J

ア
ar

は
補
充
リ
レ
と

L
て
の
合
通
法
2
い
ろ
考
え
方
に
異
弘
一
哨
折
半
す
る
へ
む
し
ろ
普
通
は
付
す
べ
て
の
石
川
U

故
防
一
日

2
5広
告

で
ー
あ
り
、
普
通
江

っ
て
地
球
心
！
と
以
が
そ
の
例
外
仕
の
て
ゐ
る
と
彼
は
主
張
し
た
そ
れ
ゆ
え
出
返
了
比
九
日
比
ザ
〆
”
で

り
i
ノ
り
法
制
皮
人
工
休
日
－
芽
使
？
と
骨
組
み
を
な
す
と
い
つ
っ
こ
れ
は
宍
か
れ

f
m牲
と
し
て
一
般
的
応
照
、
所
如
机
上
心
耳
布
、

LJ
十仏論

仁
体
系
、
り
玄
準
の
一
抗
体
で
為
る
と
い
つ
む
少
々
一
寝
占
的
な
児
併
て
は
為
る
。

z
w経
袋
、
条
例
の
解
釈
は
段
橋
に
、
普
通
Z

は
か
ら

逸
脱
、
〕
泣
い
正
予
内
ノ
解
釈
す
べ
き
ゼ
あ
る
ー
一
論
じ
て
い
る
）

、A

i

」
3
1
｝マ
i

i

、J
i

に
お
い
て
竺
ポ
裁
判
巴
ウ
ツ
汁
〆
ド
ロ

は
対
げ
す
る
意
見
を

九
v

M

凶
門
戸

J

心

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ 1引＇ I 81 c引＂－＂



ゎ
5
5
2
2
ニ
5
J
wコ
ハ
↓
さ
は
平
奇
心
歴
史
研
究
士
ふ
ま
え
に
？
に
で
託
不
し
て
レ
る
c

よ
、
れ
ば
F
A

ャ
リ
ア
心
1

ム
l
リ
小
は
、
そ
の
条

例
乞
川
明
J

川
引
が
臥
さ

3
れ
わ
れ
心
及
川
別
院

E
m

と
は
み
と
さ
な
か
っ
と
と
い
沿
っ
υ

7

ご
し
て
条
例
に
山
て
く
る
解
釈
の
禁
d
や
不
川

能
な
追
川
む
禁
止
は
、
哲
一
誌
は
、

γ1引
に
対
抗
し
て
の
、
荘
地
の
民
主
制
ハ
三
人
判
効
性
を
守
る
と
い
う
円
的
わ
γ
有
し
て
い
に
の
で
あ
る
し
ど

主張、－〕
こ
の

E
う
に
イ
タ
1
3
ア
山
学
が
刊
ン
マ
l
p
i
f

心
政
判
及
均
一
汗
い
の
解
釈
に
T

入
さ
な
νづ
智
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
が
わ
、
川
’
る
が
、
そ
れ

で
は
イ
タ
け
ア
「
法
そ
の
も
の
の
影
響
は
い

5
3な
っ
て
い
る
の
か

r
fタ
リ
ア
人
法
学
者
の
論
え
に
は
、
「
同
家
の

つ
の
糸

f
ン
首
ン
な
な

ν
で
レ
る
L

と
い
弐
口
甘
ん
げ
か
け
凡
ら
れ
る

v

こ
の
よ
う
九
阿
国
民
は
立

ん
件
、
と
ト
イ

、
ン
？
〆
の
一
体
性
」
や
「
一
一
同
国
は

誌
の

1
2
は
一
件
、
ニ
山
fν

つ
れ
て
い
る
で
っ
て
あ
る
日
約
え
が
い

凶

rリ
の
フ
ァ
J

ス
ト
支
配
の
時
代
に
制
心
さ
れ
た
け
広
伶
U

J

U

う

（
一
掛
川
州
に
湾
計
二
匂
山
門
店
／
）
九
粧
の
防
衛
の
日
比
仰
を
〈
円
台
法
体
作
L
の
川
尻
定
で
は
、

サ
ン
e

マ
リ

i
ノ
床
民
ζ

外
一
川
絡
を
ふ
」
一
っ
者
こ
り
耕

ノ土利岡のJ：と決わlJ十誌

制
は
、
執
政
り
同
意
引
必
一
uuh
乙
さ
札
～
け
い
、
イ
タ
リ
ア
人
は
－
F
E一人
ζ

は
J
J
ば
さ
れ
日
い
と

U

も
ち
ろ
ん
芯
識
と
法
相
れ
は
は
八
十

く
引
で
丸
一
ム
「
恥
か
ら
、
制
段
ニ
の
ぬ
レ
が
へ
師
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
〈
サ
〆
マ
リ

l
ノ
と
イ
タ
リ

7
と
の
的
で
締
結
さ
れ
た
友
好
住
守

一
頃
際
法
一
の
閉
山
川
忠
に
お
い
て
は
、

条
r
れ
に
よ
わ
、

サ
ン
・
マ
リ

l
ノ
は
、
も
し
条
肉
に
適
当
以
胤
範
が
欠
け

L
い
る
と
き
ぽ
、

ノ

タ
'I 

ア
の
は
か
ら
若
怨
jhy、
斗
、
規
刊
叫
ん
」
花
川
L
h
a行
れ
は
乞
ら
ヘ
ホ
い
と
さ
れ
て
い
る
ン
h

口
1
ャ
は
こ
の
こ
と
L

つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
伝

b 
L、

に
せ
よ
、

ザ
ン
・
マ
リ

1
ノ
悶
え
も
「
成
し
て
い
る
と
い
ろ
の
イ
タ
リ
f
j
m令
伐
の
普
迂
法
を
な
し
て
い
る
と
述
、
て
い

に
こ
の
友
好
基
際
条
約
に
よ
れ
ば
、
サ
シ
マ
リ

l
ノ
人
と

fhγη
ア
人
と
、
U
聞
の
、
民
的
紛
下
二
悶
し
て
、

ん
の
回
り
決
河
川

ω川

叩←〆 マノ

イ
タ
り
ア
心
伝
T／
一

A
1

タ
り
ア
（
U
判
仇
が
、
ユ
の
根
源

A
M
Y

一

で
あ
る
普
通
渋
乞
指
し
一
ヤ
「
こ

2
で
、
斗
ン
・

7
リ
ー
ノ
の
判
決
の
即
ほ
っ
円
と
い
で
引
加
さ
れ
る
こ
と
も
払
く
あ
る
に
ま
た
、
会
引
が

rリ
作
作
第
四
h
nケ
〉
で
は
明
確
に
イ
タ
J
－
／
訟
を
一
向
允
法
源
乙

L
一ーで併

4

心
L
て
お
り
、
ん
ru怜
4
4叫
有
の
関
係
の
緊
密
化

、
他

hω
同
内
で
も
一
定
の
条
刊
の
下
て
執
行
可
能
で
あ
る
υ

そ
の
ほ
か
、

法
（

Fλ
凶

史
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ぽ
一
ぽ
進
行
と
忠
わ
れ
る
r

現
代
の
イ
タ
り
ア
人
伝
ヴ
ヤ
刊
ー
た
ち
の
理
ポ
l
L
論
予
心
紹
介
は
f
こ
ま
で
に
し
て
、
次
は
過
J
A
C
氏
学
者
介
1
Lリ

C
J諮
問
辺
に
弓
る
ご
と
に

ι 
日川

す
る
コ
北
川
淀
川
一
点
に
お
い
て
は
い
鋭
的
に
1
4
c

ち
以
伐
学
者
C
見
解
が
権
威
的
地
伎
を
」
J

え
ら
れ
て
き
た
）

人
有
刀
な
件
j

識
は
古
川
む
多
数

が
一
致
し
た
見
断
を
不
す
2
ぎ
に
は
、
そ
れ
げ
戸
、
伊
古
川
と
し
て
い
規
主
と
川
円
以
芳
、
U
効
力
主
持
つ
と
み
ん
仇
さ
れ
I
h
j
d

い
わ
ゆ
る
山
市
i
途
の

共
通
見
解
」

2
E
E
5
5
0七
回
目
。
島
5
5
2
E
で
あ
る
｝

4

ン

マ

り

i
ノ
に
お
い
て
も
こ
の
夫
通
見
解
は
今
た
お
効
力
ー
ピ
持
っ
て
い
何

り
、
そ
れ
か
、
コ
泡
脱
Lzfh判
決
を
F
f
ぬ
札
口
は
、
裁
判
宵
は
判
決
問
川
に
お
い
て
説
明
を
L
古
け
れ
ば
な
与
な
い
ま
に
、

日
ハ
通
見
解

の
み
な
ら
ず
、
若
々
仁
な
法
子
烹
の
f

人
献
が
裁
判
に
お
い
て
セ
払
く
手
い
い
さ
れ
て
い
る
い
け
寸
ン
・
マ
汁

i

ノ
2
同
乙
く
法
典
を
持
た
ず
に
普

迫
比
九
日
に
蒸
つ
い
た
法
制
を
を
殺
持
一
コ
ノ
る
ア
／
ド
一
フ
で
は
、
？
な
お
ア
ノ
ク
ル
シ
ー
ノ
ス
や
パ
ル
ト
ル
ス
が
引
瓜
さ
れ
る
こ
乙

方止

T／
・
マ
リ
i
ノ
で
は
、
ご
れ
hJ
け
！
け
い
イ
タ
リ
ア
ア
夙
刀
法
学
文
献
日
引
用
汽
れ
る
こ
と
は
な
J

口
む
し
ろ
こ
こ
で
す
、
引
川
市
さ

カ
ズ
イ
ス
ア
ィ
シ
ュ
な
法
廷
丈
隊
一
よ
り
る
。
京

れ
る
の
は
以
一
同
の
什
心
不
者
注
の
、

げ
い
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ノ
！
？
L
】内三日
J24rJV2
～才

ツ
〆
ャ
タ

六
』
七
f
l

で
ム
わ
り

f
れ
は
わ
が
当
で
も
よ

二
ナ
ク
一
ア
ン
註
判
明
円
C324代
E
E
C
－
己

p
z一戸】与を

仁

一

J

の

く
知
ら
れ
と
い
る
し
口

l
J

オ
ラ
ン
ダ
法
に
基
づ
く
市
γ

フ
リ
カ
で
も
、
一
心
著
ん
が
よ
く
引
川
さ
れ

t
い
る
と
い
う
～
註
3
C
文
以

を
る
γ

凶…
J

｝

第

一
円
ヘ
ジ
ョ
吋
ア
ン
一
一
パ
ヴ
一
ア
r

ス
タ
戸
・
ル

1
カ
と
5
3
E
g
L
W
E
E
P凶
門
戸
内

V｛

L
5－

一ーハ（
J

ト
ぃ
l
f

約
機
卿

、1
1

、

1

ノ
I
ノ

の
一
門
一
%
と
一
ド
義
の
劇
場
』
Z
P
E
E
d
内コ
5
5
2
吉
2

5
土
で
丸
打
、
こ
れ
は
反
日
立
実
務
か
h
井
ま
れ
た
文
献
で
、

ふ
の
一
時
代
の
八
ヱ
私
渋
、
凶
出
、

T
絞
応
、
カ
ノ
ン
い
に
悶
ず
る
川
同
町
四
乞
扱
っ
て
い
る

f

第
一
に
、

ト
マ
l
ゾ
・
γ
7ノ
ト
ノ
ソ

f

L
f
l
F
ん
ノ
［
｝
ノ
円
。
E
E
E
C
F
P戸
口
出
合
同
月
『

2
H
（
。
ヒ
乙
モ
ン
一
ア
、

百〉

「
岐
本
法
制
伝
学
ピ
ロ
2
2
2

七
一
二
i
七
凡
じ

2〈
同
コ
エ
伶
吋

24dd－qdp｛

12

で
あ
り
、
こ
れ
は
他
の
帥
域
で
は
ほ
と
ん
ど
知
つ
れ
て
い
な
い
い
な
ぜ
な
っ
私
法
、
間
決
、

刑
法
、

T
税
庁
、
を
扱
ヮ
て
い
る
も
の
の
、

サ
ヴ
ォ
イ
ア
忍
の
ピ
エ
モ
〆
ア
公
開
門
（
伶
の
サ
ル
フ
ヲ
一
一
ご
同
）

幻
法
律
と
条
例
、
そ
の
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最
高
の
裁
作
所
刀
法
ど
を
引
用
し
て
へ
耐
じ
て
u

る
た
恥
ノ
で
あ
る
一
こ
れ
ら
の
一
へ
の
T
j
就
が
よ
く
引
川
さ
、
れ
る
が
、
そ
の
怯
に
教
阜
汁

片
品
設

F
J
E
F

述
し
た
が

フ
ラ
ン
ス
学
田
川

仇、
l、一、

自
然
法
学
者
の
y

入
拡
は
一
は
と
ん
ど

（人
Y
J

入
、
土
義
一
広
学
）

の
文
就
も
ど
ぐ
同
忙
に
の
み
引
府
予
如
る
ー

山
引
用
さ
れ
な
い
し
、

信
事
～
片
山
品
て
山
と
パ
シ
ヂ
ク
↓

7
〆ヤい川
J
C
ら
入
拡
も
へ
＋
〈
引
用
さ
れ
と
い
は
い

f

こ
れ
は
、

丸
山
門
紀
イ
タ
り

f
と
3

f
ノ
り
は
学
者
J
C
U刊
一
按
な
火
流
セ
ソ
つ
え
れ
ば
奇
妙
と
こ
と
で
あ
る
υ

以
！
の
引
い
町
、
文
献
か
、
り
わ
か
る
こ
と
は

八
位
紀
に
か
け
て
の
、

u
y
y
J
号

i
｝
＼
一
ま

汁
／
・
マ
リ

i

f

m

裁
判
け
は

仁
明
記
か
っ

パ
、
ニ
ク
一
7

ン
の
羽
代
的
慣
尽
の
常
通
去
に
依
拠
、
υ

て
い
る
に
い
え
る

パ／一一
y
ク
テ
ン
の
現
代
的
慎
叫
に
特
絞
的
な
の
は
、
普
通
法

を
そ
の
時
代
こ
そ
の
地
域
の
事
情
に
あ
わ
せ
て
解
釈
・
泊
目
し
て
い
く
乙
い
う
実
践
的
方
法
で
あ
る
が
、
三
、
れ
が
条
例
な
こ
池
山
崎
の
引

有
法
乃
ソ
字
削
化
、
特
有
法
へ
心
川
解
／
）

γつノ形
J
T
2
っ
て
現
れ
た
の
は
一
可
ノ
ま
て
も
な
い
。

ノ土利岡のJ：と決わlJ十誌

四

ル
日
通
法
ユ
マ
巡
回
川
し
た
判
例
の
料
介

見市川局川に

現
代
の
サ
ン
・
マ
リ
l
ノ
に
お
レ
て
北
口
忍
法
、
ん
兵
作

rdに
ど
の
よ
う
に
ん
判
刊
に
万
レ
て
車
川
出
べ
弘
、
れ
て
い
る
の
か
を

む
例
を
や
げ
こ
見
て
い
く
こ
と
に
す
る

建
染
業
者
ブ
ォ
ル
イ
L

ヅ
リ
1
一
一
は
社
文
ム
古
川
江
づ
ヘ
ペ
リ

1
二
口
町
、
需
と
一
一
ド
ー
の
添
屋
を
建
設
す
る
と
い
う
的
容
の
J
川
口
円
安
約
を
締
結
L

ず九

r

工
事
が
品
、
j
し
n
V
4
z
u
N
注
L72

人
事
に
総
知
人

J

一
万
リ
ラ
心
支
払
を
請
求
L
f
が、

刊は
r
i
w
f
は
完
成
し
た
家
屋
内
閲
し
て
契
約
違
反
が

叩←〆 マノ

あ
る
と
い
う
封
一
庄
で
支
払
を
花
川
｛
二
一
u

そ
こ
で
栄
吉
は
ホ
ー
よ
右
を
相
下
山
明
け
、
代
全
支
払
託
h
k訴
訟
を
提
起
し
た
っ
し
か
し
、
こ
れ

日
付
、
〕
て
被
告
ら
は
反
一
品
砕
を
北
担
、
）
て
畑
中
賠
償
を
求
め
丈
一

阿
川
斜
地
に
家
JT府
民
て
ね
ば
な
、
り
ん
d

か
ワ
た
の
い
、
一
v
品
、
ヌ
は
あ
ま
一
日
一
れ

に
配
慮
、
吃
ず
、
満
足
い
く
て
つ
な
け
せ
ん
で
建
設
1
f司
か
一
っ
た
ご
／
一
、
ま
た
川
町
名
～
配
備
が
ぶ
分
で
あ
り
、
家
の
必
殺
に
絹
筈
を
も
た
ら
1）

J 、
ノ

ill＜｝、：iL'?J:;: ,3 1 13/J 18', ,20C5,ll; 
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て円
J

り
、
ま
た
将
来
支
店
る
諮
宝
い
一
ゲ
↓
も
た
ら
す
お
そ
れ
ぺ
工
点
る
こ
と
古
車
山
と
し
て
契
約
内
容
の
履
行
義
務
法
一
氏
乞
保
し
た
の

こ
の
市
M
T

例
に
つ
い
て
、

己「ノ〆・
F
V

リ
l
ノ
の
原
子
番
必
判
断
、
す
な
わ
ち
一
江
作
妥
慢
の
い
γ
住
は
、

一
h
y八
1

ハ
午
九
月
一
一
一
日
、
反
一
訓

ι 
日川

原
告
ら

ヤ
ス
は

f
f
d
q
わ
ら
注
文
有
）

り
一
て
張
を
認
め
る
判
決
ピ
下
［
た

ミ
む
と
き
松
山
知
「
、
さ
れ
た
の
が
昔
話
一
日
い
、
よ

η

-, 

の
お
冗
約
類
刑
で
あ
っ
た
っ

」
心
地
台
、
立
ア
円
高
と
作
文
名
と
の
ど
約
は

7 

い
え
、
賃
約
？
の
2
5
2
5
ι
戸
の
さ
ば
り
沼
由
一
と
み
な
さ
れ
た
c

寸

な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
〈
r
i
xソ
え
て
い

の
分
類
と
は
門
異
な
っ
た
、

請
負
ー
一
メ
ふ
抗
す
る
υ
ー

使
川
賃
貸
州
、
以
恋
竺
片
民
的
、

一層情、

マ
法
の
概
念
宇
一
れ
店
、
ν
た
の
ゼ
あ
る
c

こ
れ
に
よ
り
、
請
負
契
約
は
仕
豆
一
の
民
約
一
R
E
C
Eえ
d
2
4
0
C言
コ
切
｛
荒
す
る
に
仕
苧
の
賃

安
川
旧
〕

と
い
っ
守
｝
乙
に
な
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
A

に、

ロ
ー
マ
法
の
原
傭
ず
な
ト
V

り
労
ー
け
の
打
民
約
一
。
2
5
5
2
L
E
dご
C
C℃ヨ

2

5
は
、
貸
主
ど
玉
三
は
汁
ら
の
労
働
ハ
ケ
キ
貸
）

J

、
借
ム
T
E
R
2
2ミ
は
崎
山
川
市
者
と

L
て
労
働
力
を
日
り
る
こ
い

h

つ
棚
作
成
を
こ
る

炉
、
前
三
は
こ
れ
と
は
逆
に
、
注
－
人
者
が
貸
主
｝
2
4
5
vぺ
こ
立
っ
て
、
れ
わ
い
ぶ
り
完
成
の
た
め
に
物
（
地
ゃ
れ
不
日
比
な
こ
泊
仁
す
べ
き
対

象
）
を
貸
し
、
請
負
人

m倍
l
S
M
m
r
F
Eぺ
と
な
っ
と
、
物
を
借
わ
る
し
〈
い
う
お

J

山
科
に
ほ
る
c

そ
れ
冷
え
こ
の
事
例
で
は
、
ド
ー
ム
有

が一
R
2
2
2
c
τ
2
2
で
、
業
者
は

S
三一
c
r
Zご
5
2了
に
な
る
。
ぞ
し
て
法
迂
は
、
学
説
薬
品
米
を
援
川
し
亡
、
議
品
Hr人
の
義
務
遣
反

を
店
内
出
と
し
て
、
す
な
わ
ち
利
用
で
き
る
技
術
的
干
段
f

ど
も
っ
て
土
地
を
予
め
検
査
す
る
三
と
を
怠
っ
た
一
ゆ
え

r
ぷ
筈
が
ヨ
じ
た
と
L

て

rn人
む
仕
事
心
殺
世
主
認
め
て
、
比
L
r
入
者
u

ど
勝

J

副大、せヲ
7

い
れ
ま
す
立
わ
ら
、

：j
l

t

t

：
 
正
r

入
荷
の
い
i
M一一h
J
A
で
井
じ
た
、
又
は
不
川
ー
仙
ハ

d

に
よ
う
で
は
汁
レ
土
間
金
Y
一
片
つ
い
と
は
、
日
ら
入
者
が
、
詰
白
人
に
持
出
心
あ
る
州
中
に
つ
い
て
は
詰
白
人
が
郭
附
危
険
を
負
う
Y

と
い
う
作

ピ
i
ヌ
ス
以
降
の
J
子
説
同
従
っ
た
も
心
で
為
る
勺
件
訴
存
も
ほ
ぼ
山
川
v

d

川
円
決
で
ふ
「

日
等
と
佐
訴
官
、
U

判
決
内
芥
が
一
放
し
f
L

い

1
7

～
り
ん
め
、
敗
訴
7

し
た
た
芸
け
更
な
る
卜
訴
は
不
昨
日
阪
と
な
り
、

大
一
計
議
会
け
原
状
同
復
が

人
討
議
余
L

原
状

MH保
町
刊
し
止
て
た
が
、

認
め
ら
れ
る
ぬ
台
仁
故
山
し
な
い
こ
に
て
広

L
げ
て
を
が
け
た
。

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ i,31 I 88 c引"Y_ I i J 



こ
の
市
川
内
は
非
υー
に
，
p
純
1J間引
J7
も
の
で
免
り

わ
ざ
わ
さ
挙
け
る
ほ
と
の
も
の
で
は
な
レ
か
も
知
れ
以
レ
し
ま
た

サ
〆
・

7

時
代
遅
れ
の
思
議
乞
い
ま
だ
に
伎
い

ーレ
J

引いヨつ〆戸」
L
f

ポJ
山
相
に
也
L
な
い
存
と
で
め
る
と

L、
る

宮山凡山あいる
ν

h
M
r止
平
ん
r
出
品
主
存
在
し
は
い
と
こ
ろ
で
、

成
存
の
I
Uレ
校
ι
けよわ
γ
利
用
L
な
が
ら
い
か
に
い
ー
ン
・
マ
リ

1
ノ
む
け
一
店
廷

〆

A

F

、

1
f
！
 

が
続
完
り
川
問
題
を
仰
即
決
し
て
い
る
か
と
い
つ
こ
と
と
わ
す
か
な
り
と
も
料
介
で
き
、
れ
ば
と
考
、
ズ
る
し
ア
、
淀
、
作
／
マ
リ
i
ノ

凡
ら
れ
る
話
通
信
い
じ
川
の
事
例
は
は
る
か
に
慢
し
新
な
げ
U

の
が
多
い
勺

判
、
え
は
血
ハ
以
深
い
例
と
し
て
は
、

r
2
5
2
C同
自
民
一
過
大
な
同
町

宝
乙
法
理
の
利
川
と
い
て
ノ
問
題
が
あ
る
、
こ
れ
に
閃
ぷ
し
は
ま
た
痕
な
改
め
て
論
じ
た
い
た
お
、
背
負
に
閲
し
で
は
江
川
刊
の
法
律
情

小
店
が
使
わ
れ
だ
、
引
＼

恒
常
に
関
、
ν

て
は
、
今
川
で
は
個
別
V

比一ちにし、
J

て
の
労
働
法
規
Mgzね
存
、
二
に
い
る
た
め
、
も
は
や
砕
い
ι、
約
は
使
わ
れ

て
I
J
Z
J

－
f
b
t
！
l

、
J

1
、

む
す
び
に
か
、
え
て

ノ土利岡のJ：と決わlJ十誌

川
J

ハ
二
」
百
、
亡
、

f
L〆

ト

1
4
1
V

ふ」仇ぺ
I
m

－－山一」ほ北？♂ハヘ
l

季、
J

、つ、

l
j
l
一

J
f
4
1
j
l

引
ン
・
マ
リ
l
ノ
立
川
河
辺
乃
一
法
制
財
ん
と
ぷ
判
制
皮
に
つ
司
て
の

し
て
述
べ
亡
き
だ
し
サ
ン
マ
リ
l
ノ
の
法
は
、

2

1
、三：
2

3

3

4

、

日
μ
日
川
リ
？
才
て
主
、
レ
ラ

レ
ま
だ
に
普
通
法
に
よ
っ
亡
閣
」
柱
穴
れ
て
い
q

る
と
し
う
こ

巾
山
判
的
対
慨
を
持
つ
後
ろ
川
川
一
お

と
か
ら
忠
い
浮
か
べ
る

I
う
な

は
な
い
と
い
う
日
」
1
r

が
わ
か
る
の
で
は
立
い

だ
ろ
う
子

ν

十
九
時
ヨ

l
円
ヅ
パ

C
普
通
法
は
一
二
世
紀
以
来
の
数
け
ん
一
、
U
M
U
史
を
背
負
っ
て
お

η
、
シ
ャ
口

1
ヤ
が
定
義
に
お
い
て
連

べ
に
よ
っ
に
、
も
は
や

L
i
ヌ
テ
ィ
二

y
l
ヌ
ス
の
応
ゼ
は
な
く
、
ー
川
代
つ
！
？
と
は
〈
l

く
注
う
時
代
、
人
工
く
半
島
う
川
県
坊
に
連
川
市
す
る

叩←〆 マノ

に
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
形
や
加
て
よ
ピ
加
え
ら
れ
て
い
つ
え
」
訟
通
7fい
の
内
容
が
い
陵
昧
て
、
法
学
醤
た
ち
が
判
決
心
際
に
確
芯
し
な
け
れ

ば
な
ら
？
泣
か
っ
た
の
は
与
の
よ
う
な
山
羽
一
怖
に

μω
「司令一

、ν
か
し
こ
れ
は
他
L
A
ご
は
解
釈
に
よ
る
免
震
の
可
続
性
を
制
定
法
に
止
、
～
て

よ
り
門
包
L
こ
い
る
と
い
う
ご
J
で
あ
る
υ

判
決
で
す
＼
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
寸
昂
作
入
試
が
、
パ
乙
ア
ク
フ
ン
幻
訓
代
的
慣
い
い
川
の
時
代

ill＜｝、：iL'?Jお，31 13Ci) 1約初出；1; 
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の
、
も
の
で
あ
る
J
い
う
こ
と
グ
こ
れ
を
不
l
て
レ
る
だ
ろ
う
c

そ
れ
中
止
並
口
過
法
心
変
遷
を
は
て
〉
、
？
十
で
、
叶
ン

J

リ
l
ノ
法
は

ぷ
い
素
材
古
川
相
供
し
一
、
く
れ
る
よ
～
つ
に
忠
え
る

J

し
か
し
、

も
ち
ろ
ん
法
典
を
持
た
な
く
て
も
何
の
支
指
も
ん
払
い
心
は
、
こ
の
同
が

ι 
日川

ヨ
1
門
一
ソ
パ

れ
い
り
小
田
だ
か
ら
で
忘
る
と
い
う
い
ー
し
も
一
千
九
る

J

い

r
j

／
切
マ
ノ

1
ノ
ロ
ヌ
h
r
以

pu一iJ
～
rU

4

1

】

l

じ

r
i
k
J
t
J
I

－
－

止
よ
、

の
で
は
ほ
い

f
タ
り
ア
出
と
そ

λ

小
論
に
お
い
と
判
度
、
も

の
が
時
響
ご
い
引
に
強
く
受
け
と
い
る
？
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は

山mwり
返
し
た
通
り
で
あ
け
、
そ
の
一
」
と
に
工
っ
て
法
令
一
ア
ケ
チ
J

ア
ル
伝
も
の
に
保
つ
一
、

2
が
川
ぷ
陀
と
の
で
あ
ろ
う
っ
キ
／
マ
り

i

ノ
の
法
と
裁
判
い
つ
い
て
諮
る
こ
と
に

o
っ
て
、
改
め
て
近
代
の
法
典
と
レ
う
之
の
の
佼
却
に
つ
い
亡
、
円
与
す
る
さ
3

か
け
が
片
士

れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
戸
そ
、
〕
て
、
同
じ
く
法
典
宇
一
梓
γぺ
な
い
が
、
そ
の
汁
十
突
を
崇
に

F
る
品
、
米
法
と
の
比
い
川
引
な
行

h
m

ノこし〈

で
、
ま
に
追
っ
た
大
川
附
作
僚
が
円
仔
い
ら
れ
る
か
も
知
れ
以
い
乙
も
考
え
る

J

本
一
柄
は
し
か

L
r
の
ム
う
な
向
い
に
件
、
え
る
に
は
ま
だ
主
だ
ム
ハ
十
分
C
占的り、

ん
J
L

散
は
こ
の
よ
う
白
域
内
、
を
視
野
に
入
れ
k
？ーっ、

条
例
一
け
内
符
り
ふ
附
山
！
イ
川
、
と
ム
で
占
立
法
に
よ
る
そ
の
崎
光
、
ふ
）
〆
て
H
R
体
的
な
L
7
治
法
市
川
論

お
円
る
利
用
の
一
社
紙
な
探
査
を
行
ご
く

い
く
ご
と
と
川
十
者
心
課
包
で
忘
る

η

－
一
件
私
心
ゲ
刊
の
サ
〆
の
「
各
同
地
域
伝
部
一
ど
参
考
円

J

て
な
お
、
わ
が
凹
で
の
主

ιω
祢
ば
「
リ
ン
マ
リ
共
和
国
と
な

J

て
い

る
が
、
民
山
崎
山
九
三
？
抗
一
川
、
従
っ
こ
十
小
柄
で
は
一
号
／
叩
勺
ド
J

J
一
と
し
ー
之
さ
2
2吋

Euph伺
C
さ＼
E
C
F］
2
2＼E
S
E－E
吋＼】ロハ一
2
7
2

一
り
～
ア
ン
ド
ラ
れ
一
首
r」
法
に
旬
、
！
と
は
、
（
吉
一
三
中
間
コ
E
F
『
百
ゎ
計
三
］
三

4F12F72
コミ宅
E
S
T
E
2
2
E己
LF4
？
乙
d
S毛
布
諸
問

1
2
5
3
2
T
5
2
L
’
E
F
F
E
r
f三
昌
司
人
ptdd
－u心こ
し
F

L

い
な
み
に
／
ノ
Jド
プ
心
公
岡
山
川
は

YJF／
M
l
ニ
ー
万
で
あ
る

ρ

ヘー

J

ふ
問
ア
フ

J
h
の
が
自
民
法
に
民
L
て
ば
、

F
S
F
己
N
5
5
5
H
E
F
p
x
Z
E
L
H
F
－2
1
ナ
フ
ニ
3
2
E
5
げの（
U
E
2
E
t
Z
N
Z
F
Z
＝

（d
C
5
5
5
【一一三そご三一｛一三一一
c
さ一コ一

N
2
円三円】尚一町内明｝
htn
｝
一
主
ご
山
去
、
一
一
一
三
た
）
ぷ
f

芸作
FJ
ヤニ
2
F
【）二
J
ヌてエ
J（ププ
C
T一三一立〈可申ん
rpi二
三

げ山円与え同
hkpwdC民
E
芸
丘
J
H
O
E
－
q
y」
同
ハ
ギ
ず
さ
心
直
の
は
M
J
をで
J伊
（
り
と
f

一JJ

ウ
J

ザ
ソ
カ
ャ
土
泌
？
じ
T

4
記
念
1
小
川
仏
具
ヘ
心
ヴ
〆

b
y
方ン
J

－
M

に
よ
る
批
守
心
肝
心
ニ
一
日
ん
幻
g
M
T
L
ヨ
」
ぐ
と

230え
2v

I 
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先ハ
U
A
C
5
2
v
d
イ

C
コ

刀
CFdMmn
プ
ハ
リ
仏
万
η
η
Y門
戸
ヨ
ハ
凶
作
ぺ

η
戸ご
C
U戸
戸
市
ス
ナ
ハ
ヨ
｛
戸
pppι
｝2
Cコ
（
｝
勺
内
的

η
Y
さ
ttdrJη
戸
AI
一向。一叶日

ご
ち
ケ
J
M
m
Z
Z
民
）
こ
d
u
h
ズ〈
U
」〈今日コ

ノ土利岡のJ：と決わlJ十誌

／一》崎戸〈
UV
ム
一
』
も
∞
ヘ
J

刊
の
お
AX
）

（

日

～

サ

シ

ご

汁

l
ノ
の
一
段
史
に
閉
し
て
は
、
ジ
」
ザ
ゃ
ベ
・
ロ

yノ
ム
ノ
ン
マ
リ
y

工
ペ
相
同
日
山
と
出
1
1
ι

パ－
h

ぬ
い
た
日
広
町
！
日
の
共

相
川
」
－
百
デ
タ
川
ン
ク
、

ιλ

八
k
i
f、
1
L
巷
1今
に

L
三
一
こ
h
J
は
わ
が
国
で
出
版
さ
れ
に
晴
一
日
庁
〆

e

マ
リ
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